
2020年9月3日

2019年度JICAボランティア事業評価報告書作成業務（一般競争入札（総合評価落札方式））
　　（公告/公示日：2020年8月25日／調達管理番号：20a00496）について、以下のとおり回答いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人国際協力機構
　　　　　　　　　　　　　　　調達部次長（契約担当）

該当頁 項目 質問 回答

P.4 第１　入札手続
５　競争参加資格
（４）利益相反の排除

「先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個
人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。」とありますが、
例えば「2019年度JICAボランティア事業現地調査（ザンビア・ウガンダ）」の実施者
は上記に該当するでしょうか。

該当しません。

P.16、
P.24-25

第２　業務仕様書
４　業務の内容
４－１　2019年度JICAボラン
ティア事業評価報告書（案）の
作成

成果品の一つ「2019年度JICAボランティア事業評価報告書（案）」の分量は「A4版20
～30ページ程度（本文のみ、添付資料を含まない）」とありますが、本業務で作成す
る本文は、別添１の報告書目次案（P.24-25）における「第１部　本文」を指し、「第
２部　各調査の結果」は含まれないとの理解でよろしいでしょうか。

・本業務は、成果品「2019年度JICAボランティア事業評価報告書（案）」の「第２部　各調査の結果」の作成
を含みます。
・「A4版20～30ページ程度（本文のみ、添付資料を含まない）」は、「第１部　本文」の分量目安となりま
す。
・「第２部　各調査の結果」については、特段ページ数に制限を設けていませんが、業務仕様書「４　業務の
内容　４－１（５）」に示す各調査結果のローデータを分析・考察し、まとめていただくことを想定していま
す。ただし、「第２部　各調査の結果　4. 現地調査」の情報源となる「④ 2019年度現地調査報告書（ザンビ
ア、ウガンダ）」については、調査結果が報告書としてまとまっていますので、成果品「2019年度JICAボラン
ティア事業評価報告書（案）」に掲載するため体裁を整えていただく程度を想定しています。具体的なまとめ
方、項目建てについては、技術提案書でのご提案を歓迎します。

P.18-20 第２　業務仕様書
５　提出物および成果品
（１）提出物等
（２）成果品

本件の入札執行（入札会）は2020年10月13日（火）であり、契約締結は10月下旬～末
になると思われます。①～⑤の各提出物及び①～③の成果品の提出時期が非常にタイ
トですが、提出時期は確定であり、変更の見込みはないでしょうか。

P.19 第２　業務仕様書
５　提出物および成果品
（１）提出物等

提出物「⑤４－３　JICAボランティア事業評価ガイドライン改善案の提案と改訂版
（ドラフト）およびその英訳のドラフト」の提出時期が「提案：12月11日（金）、1回
目（和文）：12月17日（木）、2回目（和文・英文）：11月13日（金）」とあります
が、2回目の提出時期は記載間違いと思われますので、正しい提出時期をお伝え願いま
す。

P.19 5. 提出物および成果品 (1)提出
物等　⑤4-3 2019年度JICAボラ
ンティア事業評価ガイドライン
の改善案の提案と、改訂版（ド
ラフト）及びその英訳のドラフ
ト

提出期限第1回が12月17日、第2回が11月13日と表記されていますが、提出スケジュー
ルはこちらの日程で間違えございませんでしょうか。

P19, P20 5. 提出物および成果品 (1)提出
物等、6. 業務実施上の条件
（1）作業工程

入札会が10月13日であることを考えると、契約手続きに必要な期間を考慮すると、業
務の開始は早くても10月末になると思われます。最初の提出物である「4-1. 2019年度
JICAボランティア事業評価報告書（案）ドラフトの提出が11/18であり、16営業日程度
しか確保できないスケジュールとなっております。非常にスケジュールがタイトであ
るため、各成果品の提出期限をこちらで提案させていただくことは可能でしょうか。

P19 5. 提出物および成果品 (1)提出
物等

提出物の期限が設定されており、1回目のドラフトと2回目のドラフト提出の間が2営業
日、あるいは5営業日となっております。通常、貴機構内での確認・コメント付与には
時間がかかると理解しておりますので、もう少し余裕をもった日程を設定していただ
くほうが無難かと思いますが、いかがでしょうか。特に和文を固めてから英文校正に
かけますので、その間の時間も見込んで余裕を持ったスケジュールとさせていただき
たいと思います。

業務仕様書「５　提出物および成果物 (１)提出物等及び（２）成果品」について、以下のとおり修正しま
す。（２）成果品の提出日は確定となりますが、（１）提出物については下表の提出時期を目安に、提出日を
別途協議することとします。
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